
〜咬合調整（咬調）の傷病名と摘要欄記載〜 

傷病名と摘要欄に記載された内容が不一致のため、レセプトの返戻や査定が多数みられます。

今回は、咬合調整を行なった場合の請求方法について解説します。 

咬合調整（咬調）（１回につき） 

傷病名と摘要欄のレセプト記載例 

摘要欄には、『イ』から『ヘ』の該当するものを記載します。 

該当しない場合は、その他の理由を記載します、具体的には次ページの表を参照してください。  

１歯以上 10歯未満  40 点(60) 

10 歯以上  60 点(90) 

( )内は、６歳未満の乳幼児または、著しく困難な者を診療した場合の点数 

同じ傷病名での再度の算定は、６か月に１回となります。 

ただし、次ページ表の『ニ』のみ３か月に１回算定可能です。 
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下記の表にあるように、傷病名に対して適切な摘要欄記載を選択してください。 
また、傷病名と摘要欄に記載した内容が一致するようレセコン会社に設定してもらうことを
推奨します。 

摘要欄記載には、『イ』から『ヘ』の記載ならびに、「・・・に対する歯の削合」の 
文言の記載が必要です。また、その他の理由による場合は、その理由を具体的に記載す
る必要があります。 

※１  上下顎同時に義歯の新製や修理を行う際は、併せて３か月に１回の算定となります。

  また、鉤を設置するスペース確保のための鉤歯または鉤歯の対合歯の削合は、「レスト製作のため

の削合」に準じ、『ニ』により算定できます。 

※２ 生切・抜髄・感染根管処置・抜歯予定の場合は算定できません。

※３  歯の再植術当日は算定できません。

傷病名の例 摘要欄記載 

Ｐ イ 歯周炎に対する歯の削合 

【注意点】歯周病重症化予防治療、歯周病安定期治療（Ⅰ）および（Ⅱ）開始日以降に行っ
た場合、Ｐの咬合調整は算定できません。 

歯ぎしり ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 

歯の鋭縁 

ハ 

過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合 咬頭先鋭 

○○過高
(ＭＣ、ＦＭＣ、前装ＭＣ等) 

Ｍａｌ(咬合異常) 

ＭＴ 

二 レスト製作のための削合 ※１
義歯ハセツ 

咬合性外傷(外傷性咬合) 

ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正 
咬傷 

へ 矯正治療によるもの 

顎関節症 

そ 
の 
他 
理 
由

顎関節症 

挺出歯 挺出歯の歯冠形態修正 

Ｐｅｒ等 Ｐｅｒ等の急性症状の緩和 ※２

外傷性歯の脱臼（亜脱臼） 外傷性歯の脱臼（亜脱臼） ※３ 

Ｐｅｒｉｃｏ Ｐｅｒｉｃｏ 

傷病名に対する摘要欄記載例 

乳歯も算定が可能です 




